
仕 様 書 

１．件 名  富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託 

２．番 号  令和 5年度（  ）第  原委 5 号 

３．場 所  名張市 下比奈知 地内 

４．明細書  下記のとおり 

 

＜明細書＞ 

名 称 仕 様 予定数量 

（トン） 

単価 

（円/トン） 

設計金額

（円） 

備 考 

汚泥の搬出、収

集運搬から処

理までの業務 

別紙のとおり 600    

計      

消費税相当額      

合 計      

 

設計  令和   年   月   日 

設 計 

  

検 算 
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業務個所（富貴ヶ丘浄水場）
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富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託 
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１ 目的 
この仕様書は、富貴ヶ丘浄水場において、浄水処理により発生する浄水汚泥

（以下、「浄水汚泥」という。）の再資源化処理に係る業務について、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）の規定に基づき、名張市

（以下「発注者」という。）が受注者（ここでいう受注者とは、本業務委託の受

託者を言う。）に委託する積込、収集・運搬及び処分（以下「委託業務」という。）

について必要な事項を定めるものである。 
 

２ 委託期間 
契約日から令和６年３月１１日までとする。 
 

３ 委託業務の範囲 
（１）受注者が委託業務を行う浄水汚泥の発生場所及びその処理予定数量は、

下記のとおりとする。 
発生場所 所在地 連絡先 予定数量 

富貴ヶ丘浄水場 名張市下比奈知 2820 番地 0595-63-4117 600ｔ 
 
（２）受注者が処理する浄水汚泥について、廃掃法に規定される産業廃棄物の

種類は「汚泥」である。なお、過去に金属等の含有組成分析及び溶出試験

を行った結果は、別紙のとおりである。 
 
（３）委託業務の内容 

ア 浄水汚泥の積込、収集・運搬及び処分 
  発注者が指定する場所（富貴ヶ丘浄水場内）の浄水汚泥を積込後、処

理施設まで収集・運搬し、セメント原料、埋め戻し材、園芸用土等のリ

サイクル資材として、その全量を再資源化処理し、有効利用すること。 
積込の際にバックホウ等を使用する場合は環境大臣指定の低騒音型建

設機械を使用すること。    
また、収集・運搬の際、浄水汚泥の飛散・流出を防止するための機能

を備えた車両を使用すること。 
周辺地域の住環境を考慮し、作業の待機中はもちろんのこと、作業の

際も極力、アイドリングストップを実践する等、発注者の指示に従い、

騒音・振動防止とともに事故防止に十分配慮の上、作業を行うこと。 
なお、再資源化処理は委託期間中に完了することはもちろんのこと、

収集・運搬の実施毎に、速やかに再資源化処理まで行うこと。 
イ その他 

廃掃法に定められた産業廃棄物処理業者として必要な業務を遵守する

こと。 
浄水場入り口に警備員を配置しダンプトラック等の出入の誘導警備を

行うこと。 
 
４ 委託業務の実施基準 

廃掃法その他関係法令に定められた基準を遵守すること。 
 



５ 業者指定届出書（受注者が浄水汚泥の収集運搬かつ処分を行う場合は不要） 
  受注者が産業廃棄物収集運搬業者の場合は、浄水汚泥の積込及び収集・運搬

のみを行い、その処分については、受注者が処分業者を指定すること。受注者

が産業廃棄物処分業者の場合は浄水汚泥の処分のみを行い、その積込及び収

集・運搬については受注者が収集・運搬業者を指定すること。このことに関し

て、受注者は、指定の「業者指定届出書」にその内容を明示し、提出すること。

なお、産業廃棄物収集運搬業者は処分業者の指定する処分場まで運ぶこととし、

積み替え保管は行わないこと。 
 
６ 報告 

（１）受注者は、発注者から委託された業務が完了した後、直ちに発注者指定

の業務完了報告書を作成し、マニフェストとともに発注者に提出する。 
（２）その他、市長が必要と認める図書 
 

７ 責務 
（１）発注者は、受注者の求めに従い、処分を委託する浄水汚泥について、産

業廃棄物の種類、性状（形状、成分、有害物の有無、臭気）、荷姿、排出量

等の必要な情報を通知する。 
（２）発注者は、処分を委託する浄水汚泥に、産業廃棄物の処分の支障を生じ

させるおそれのある物質を混入させないよう注意する。 
（３）受注者は、発注者から委託された浄水汚泥をその受け入れから、処理の

完了まで、廃掃法に基づき適正に処理する責務を負う。 
 （４）受注者は、近隣住民等から苦情等が発生した場合は速やかに発注者に報

告するとともに、発注者の指示に従い、誠意をもって対応すること。 
 
８ 危険の負担 

委託業務実施中又は委託業務実施に起因する、と判断される事故等が発生し

た場合は、その責任はすべて受注者の負担とする。 
 

９ 契約の解除 
  発注者は、受注者がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契

約を解除することができる。 
 
10 その他 
  発注者は受注者から業務完了報告書を受領し、かつ、その業務が適正に完了

したことを確認後、受注者は排出量に契約単価を乗じて、円未満を切り捨てた

額を請求することとし、その代金は発注者が受注者に支払うこととする。 
 
  この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたとき

は、関係法令に従いその都度当事者が誠意をもって協議の上、これを決める。 
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再資源化用汚泥置場


